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本州四国連絡橋建設に伴う政労協定の交渉過程分析 

―港湾労働者と船員労働者の雇用保障の比較― 
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Honshu-shikoku Bridge  
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本報告では、1962 年より計画が本格化し建設に向けて動き出した本州四国連絡橋の建設という国家プロジェ

クトの始動に伴い発生した雇用保障争議を対象に、政労交渉と協定内容に取り上げる。この交渉と協定において

注目されるのは、港湾労組による雇用保障要求の戦略と、政府による直接的な雇用責任の履行である。 
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１．は じ め に 

本報告では、1962 年より計画が本格化し建設に向

けて動き出した本州四国連絡橋（以下、本四架橋と

略称）の建設という国家プロジェクトの始動に伴い

発生した雇用保障争議を対象に、建設省を窓口とし

た政府を使用者とし港湾労働組合を中心とした産業

を横断した労働組合組織による政労交渉と協定内容

に取り上げる。この交渉と協定において注目される

のは、港湾労組による雇用保障要求の戦略と、政府

による直接的な雇用責任の履行である。 

第 1 に港湾労組は港湾運送事業を圧迫する架橋建

設に対し、総評を中心とした「本・四架橋問題対策

委員会」（以下、対策委員会と略称）を組織し、産業

別組織を横断した組織体制を築いた上で交渉を展開

した。この点は、港湾労働組合が 1960 年代以来展

開している産別組織の横断形成の新たな変化といえ

る。 
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第 2 に、1970 年代までの港湾の技術革新に伴う失
業時保障は、産業合理化の主体である船社や荷主か

ら失業補償金の拠出を求めるという間接的雇用保障

体制であった。しかし、本稿で取り上げる争議にお

いては、政府が交渉の窓口となり協定の締結を行う

のみならず、本争議の政労協定の内容においては政

府が港湾労働者の雇用保障に責任を持ち、港湾運送

事業の縮小に対する補填や業界の再編成、失業者の

「受け皿」会社を設立するなど、幅広く雇用保障を

行っている。これは、産業合理化の主体である政府

が従来よりも直接的に雇用保障を行う協定へと保障

体制も発展したものといえる。 

そして、これらの点について船員労働者を組織す

る全日本海員組合は、総評を中心とした産別横断組

織には参加せず独自に交渉を展開し、雇用保障立法

を実現している点で注目される。本稿では、主に港

湾労働組合の雇用保障獲得過程に注目しつつ、港湾

労働組合の政府の政労協定内容に影響を与えた船員

労働者の雇用保障のあり方について比較分析を行

う。
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2. 本研究の対象となる本四架橋建設と総評本

四架橋問題対策委員会の方針 

〈2･1〉 本四架橋建設と全国総合開発計画 

本四架橋は、本州と四国を鉄道や道路によって連

結させ中四国地方の経済発展に寄与するために構想

されたものである。架橋建設が現実性を持った背景

は、1962 年第 1 次の全国総合開発計画（以下、全総
と略称）の中で建設構想が明文化されたことを契機

としており、直後から瀬戸内周辺自治体の架橋建設

地の誘致競争が白熱したころから住民要求の高さが

明らかとなった。 

〈2･2〉 総評本四架橋問題対策委員会の方針 

しかし、架橋建設によって港湾・海運をはじめと

する労働者の多くが職域の圧迫の影響を受けるた

め、架橋建設に危機感を抱き 1973 年に労働組合の
ナショナルセンターである総評を中心とした対策委

員会が産業別組織を横断して結成された。この組織

は総評が指導役であるものの、争議行動や交渉を主

導的進めていく中心的な役割は、港湾労働者を組織

する全日本港湾労働組合（以下、全港湾と略称）が

担っていた。この対策委員会としては、四国住民が

熱望している架橋建設に対し建設反対要求を掲げる

ことは困難であったため、雇用保障を前提として建

設を容認する方針を策定し運動を展開した(1)。 

3. 対策委員会の交渉戦略と政労協定

〈3･1〉対策委員会の交渉戦略の段階的進展 

対策委員会は、本四架橋に対して政府が雇用保障

への交渉を経ずに建設を進めようとしたことに対

し、建設の起工式に対する阻止行動を展開し1976 年
「政労協定」によって、中央と地方において政府と

労働組合の交渉窓口の設定を実現した。これが、対

策委員会の取り組みの第一段階であった。 

対策委員会の取り組みの第二段階は、労働者の雇

用保障と職場確保などの責任が政府にあることを認

めさせて、その対策を立てさせることである。ここ

でも、対策委員会は全国からの支援を得ながら政府

に協定を迫っていった。その結果、1978 年「本
州、四国連絡橋にともなう港湾、陸上輸送関係雇用

問題等に関する協定」が締結され、港湾運送を含む

関連労働者に雇用の影響があったときには政府が責

任を持つことを協定し、港湾については今後影響の

有無について調査を行うことが約束されたのであ

る。

この協定に基づき、1980 年 5 月より現地調査、政
府調査、地方調査、労使調査の四つの調査が開始さ

れた。政府は当初、雇用減少に対する架橋の影響を

認めていなかったが、対策委員会による調査と交渉

によって最終的に雇用削減影響を認めるに至った。 

〈3･2〉雇用保障に関する政労協定締結と協定内容 

調査結果と対策委員会との交渉に基づき、1983 年 5

月 30 日政府は「本四連絡橋の建設に伴う港湾運送事
業に関する対策の基本方針」を提示した。そして、政

府と対策委員会は「本州四国連絡橋に伴う港湾運送関

係雇用問題等に関する協定書」、および「覚書確認事項」

に調印したことで、対策委員会は雇用保障を架橋建設

の責任者たる政府と協定したのである。 

協定内容においては、対策委員会からは⑴港湾労働

者の雇用保障、⑵港湾運送業者の指導育成、⑶離職者

対策など、単に失業補償金を給付するのではなく、雇

用削減を最小限とし、雇用の斡旋・創業にまで責任を

もつ、より直接的な補償を行うこととなった。 

こうした保障内容は、対策委員会に参加せずナショ

ナルセンターの同盟指導の下で雇用保障を実現してい

る全日本海員組合の補償制度を土台としていた。船員

労働者においても、架橋に対してはまず仕事の確保の

ために航路権の確保を要求として運動を進めてきた。

そして、政府は架橋建設当初から例外的に雇用保障を

する姿勢を見せていたものの、補償水準をめぐって海

員組合と交渉を継続していたため 1981 年に政府は旅
客船事業者に対する特別措置法を制定した。この立法

内における補償内容、そして付帯決議が港湾労働者の

雇用保障にも影響したことで、対策委員会と政府との

協定による雇用保障の実現に至ったのであった。 

4．結  論 

第一に、全港湾を中心とする対策委員会は架橋反対

という要求ではなく雇用保障に要求を限定すること、

要求を支える産業別横断組織を形成することで継続的

な運動を展開し要求の実現に至っている。第二に、直

接的な共闘はなかったが船員労働者の獲得した成果を

踏まえて、港湾労働者の雇用保障に実現している。 

［付記］本研究は徳山大学経済学会の 2021 年度研究助成事
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